
１. はじめに

最近の社会状況の変化の中､ 1990年６月に ｢出入国管理及び難民認定法｣ の改正が施行され､

それ以来日系人を含む外国人労働者が急激に増加した｡ そしてそれと共にこれらの外国人に同

伴される子どもの数が急増し､ 以来日本語を第二言語として (��������������	�


�����������) 学ぶ外国人児童生徒 (以下���年少者) の学校への受け入れが始まった｡

日本語指導が必要な���年少者数は､ 県別に大きく異なり､ 文部科学省の調査 (平成17年

９月１日) では､ 愛知県 (3,620人)､ 神奈川県 (2,219人)､ 静岡県 (2,044人) のように2,000人

を超える県もあれば､ 和歌山県 (７人)､ 長崎県 (８人) のように10人未満の県もある｡ ���

年少者の多人数地域では不就学の���年少者が急増して社会問題となっている｡ ���年少者の

少人数地域では､ 多人数地域とやや異なった問題が発生している｡ 井上・早野 (2006) や松井・

早野 (2006) では､ ���年少者少人数地域に属する宮崎市およびその周辺地域をフィールドに

実地調査を行い､ その問題点を報告した｡

宮崎県における大きな問題点は､ 少人数であるが故に､ 教育だけでなく制度においても���

年少者支援の体制ができていないことである｡ ���年少者が継続的に在籍する学校は少ないた

め､ ほとんどの場合､ その場限りの支援が行われている｡ 学校間や組織間でネットワークもな

く､ 組織的な支援もほとんどないのが現状である｡ そのような状況にある宮崎県では､ 学校を

含めた地域社会でどのような支援が必要であるかを多角的に分析する必要がある｡ 松井・早野

(2007) では､ 調査結果の解説と今後必要とされる支援について分析した｡ 今回は､ 井上・早

野 (2006)､ 松井・早野 (2006､ 2007) で調査した���児童生徒・学校現場 (教員・通訳)・保護

者の結果を総合的に分析し､ 地域社会 (コミュニティ) が行うべき���年少者支援に関するモ

デルを構築し､ その構造について解説する｡
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２. ���年少者支援のモデル化

井上・早野 (2006)､ 松井・早野 (2006､ 2007) では､ 宮崎地区をフィールドとして学校現場

(教員・通訳)､ 保護者自身の生活環境､ 学習環境などに関して､ 多面的な調査および分析を行っ

てきた｡ また佐藤・早野 (2007) では���年少者多人数地域の真岡市の状況を報告している｡

本稿では､ これまでの調査結果を総合的に分析し､ ���年少者に対してコミュニティが行うべ

き､ ���年少者支援のモデルを構築する｡ このことにより､ 各地域での���年少者支援で何が

充実しており､ 何が不足しているかを､ 視覚的にも把握することが可能となる｡ 今回はモデル

構築に使用した松井・早野 (2006､ 2007)の面接調査による結果を一覧表として提示する(資料)｡

これらの調査結果から､ ���年少者が直面している問題は､ それぞれの居住する地域､ 家庭

環境､ 教育環境など子どもたちを取り巻く多様な環境と複雑に絡み合っていて､ 一様でないこ

とがわかる｡ そのような状況の中で､ ���年少者への教育を今後どのように考え､ 進めていく

かということが､ 今後の課題となっている｡

���年少者を取り巻くコミュニティにおける支援の全体像は図１のようにモデル化できる｡

���年少者に対するコミュニティの支援には､ 直接支援として､ 学校教育､ 団体・組織､ 個人､

家族の４つがあり､ さらに間接支援として行政の支援が考えられる｡ ここでは､ 個別に解説し

ていく｡
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図１. ���年少者の支援モデル
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２.１ 直接支援

１) 学校教育の支援

まず一つめは､ 学校教育の支援である｡ ここでは､ 生活適応指導､ 日本語指導､ 教科学習指

導､ 友人関係の形成などの支援が行われる｡ 生活適応指導は､ まず､ 日本の学校生活に適応す

るように､ 挨拶や学校などの規則に加え､ 日本の生活に一日も早く馴染ませるための指導が行

われる｡ この時期においては､ 特に補助通訳の支援が必要となる｡ それから､ さらに中期指導､

後期指導へと進み､ 基本的な日本語の習得､ および文字言語の習得へと入っていく｡ こうして､

日常会話ができ､ 生活にはほとんど困らない程度の文字言語を習得する｡ 多くの場合､ ���年

少者を取り巻く学校や教師､ 保護者たちは､ その段階で子どもたちが日本語ができると判断し､

特別な日本語指導はせず､ 他の日本人児童生徒と同じように教科学習指導を行っているのが現

状である｡ 宮崎においても同じで､ 日本語指導を１年程度受けると日本語指導は必要ないと判

断されている場合が多い (松井・早野 2006､ 2007)｡

しかし､ 日常会話に必要な日本語能力と教科学習に必要とされる日本語能力には大きな差が

ある (井上・早野 2006)｡ それは､ 日本語支援は日本語の指導であるが､ 教科学習においては､

語句や構文からなる言語項目と社会､ 歴史､ 地理からなる文化項目等が複雑に関係し､ 日常会

話からは容易にわからない様々な要因が学習を困難にさせているからである｡

また､ 学校教育において､ ���年少者と日本人双方に対する異文化理解教育にも積極的に取

り組んで行くことが望まれる｡ ���年少者にとっては､ 母国・母文化に誇りを持つことにも繋

がり､ アイデンティティの確立にも関係してくる｡ また､ 日本人児童生徒にとっても､ 日本に

いて他国の文化・習慣を直接見聞きし､ それに触れることで､ 自国の文化を見直したり､ 他の

文化との違いを認識することもできる｡ そのことが､ それぞれの文化に対する自信と誇りを与

え､ 双方の子どもたちの人格形成､ および友人関係形成にも繋がると考えられる｡

������	(1984) は､ マイノリティ (
������) 言語話者が第二言語能力を伸ばすには､

第一言語の発達が必要であると説明する｡ 第一言語の基礎がしっかり確立していれば､ 第二言

語で学習したことも､ 第一言語にスムーズに移行でき､ 第一言語が第二言語の発達を促進する

という｡ したがって､ 第一言語の基礎ができていない場合は､ 第二言語習得の習得速度が遅く､

第二言語から第一言語への移行もないのである｡ ���年少者の日本語能力を伸ばすためにも

第一言語である母語と母文化の教育が必要なのである｡

現在の学校教育においては､ 多くの場合まず���年少者に日本社会に馴染ませることが大前

提で､ ���年少者の母語教育についての視点は､ まだないのが実情である｡ 今後はこうしたマ

イノリティ言語である���年少者の母語や母文化を異文化理解教育に積極的に活用し､ そのよ

うな場で���年少者たちを活躍させることが､ 子どもたちの人格の形成や学力の向上にも影響

を与える｡

２) 団体・組織の支援

二つめは､ 団体･組織からの支援である｡ ここでは､ 地域住民との交流による異文化理解の

促進や日常生活における生活情報の提示 (主に制度上のもの) 等が行われている｡ 現在宮崎県

においてもいくつかの交流団体や組織､ 機関によって､ 在住外国人に対する支援活動が行われ

ている｡ そのなかでも宮崎県国際交流協会 (宮崎県国際交流センター) では､ ｢外国人のため

の日本語講座｣ が開かれており､ 毎回多数の在住外国人が学んでいる｡ ���年少者の参加はほ
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とんどないが､ 高校生 (交換留学生) や���年少者の保護者などが参加している｡ 保護者のこ

うした日本語学習は､ ���年少者の学習をサポートする上でも貴重な支援となる｡ また､ 制度

面での手続きや､ 生活上での相談窓口としても利用されており､ それに関連した図書も多数揃っ

ている｡ 年に数回､ 国際交流フェスティバルや料理教室､ チャットなども行われ､ 特に宮崎市

近郊に住む在住外国人にとって心強い存在となっている｡

しかし､ 残念なことは､ そのような支援活動について､ 県内の学校教育関係者､ 行政 (教育

委員会､ 役所等)､ 団体･組織､ 一般県民の多くに十分に周知がなされておらず､ 各関係機関と

の情報の交換､ 人材交流などの横のつながりが十分でないのが現状である｡ 長年培われてきた

国際交流のノウハウや資料､ 情報を持つ宮崎県国際交流協会などが､ コミュニティ・ネットワー

クの核となり､ 各関係者との連携を早急に実現する必要がある｡

３) 個人の支援

三つめは個人による支援である｡ 日本語話者や同一母語話者などの友人から得られるものは

生活情報 (主に日常生活のもの) の提示だけではない｡ 毎日多くの時間を学校で一緒に過ごす

友人の存在は､ 学びや遊びの中で受けるさまざまなストレスの解消に大いに役立っている (松

井・早野 2006)｡ これは保護者にとっても同じであり､ 学校からの連絡等において､ わからな

い時には､ 気軽に電話等で尋ねたり､ 相談したりしている｡ このような身近な友人の存在は､

���年少者および､ 保護者双方にとって､ 大いに精神的な支えとなっている｡

４) 家族の支援

四つめは､ 家族の支援である｡ 家庭においては生活の基礎教育や母語教育など､ 子どもたち

の成長に最も基礎的なものであり､ ���年少者にとって､ 最も心の休まる場であり､ 精神的な

支えとなっているといえる｡ 既に述べたが､ 特に母語教育については､ 保護者から十分に母国

語､ 文化､ 習慣などについて学習することが大切である｡ それは､ ���年少者の概念や人格形

成にも重要であり､ そのことが､ 第二言語を学ぶ上でも助けになる｡ また､ ���年少者の日本

語教育と併せて､ 保護者に対する日本語学習支援も重要である｡ 子どもたちの日本語力の向上

に合わせて､ 保護者たちも組織的な日本語学習を望んでいる (松井・早野 2007)｡ 保護者たち

の日本語習得によって､ 家庭における���年少者への日本語学習への支援が期待できると考え

られる｡

２.２ 間接支援

以上四つの直接支援に加え､ 間接支援として､ 行政の支援がある｡

行政の支援

これは､ 行政側である教育委員会や､ 役所からの支援である｡ 教育委員会からは､ 日本語指

導教員の加配､ 補助通訳の派遣､ 支援体制の助言などが行われ､ 役所からは行政手続きの案内

といった間接的な支援が各学校や各団体になされ､ それぞれの支援活動をバックアップしてい

る｡

現在､ 宮崎県の宮崎市において､ ���年少者の小学生は27人､ 在籍校数は10校で､ 中学生

12人､ 在籍校数9校である｡ その内､ 日本語指導専任教員の加配が行われているのは､ ５校で

あり､ 補助通訳は中学校に２人と小学校に１人派遣されている｡ 日本語指導教員の加配を受け
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ていない���年少者在籍校において､ ���年少者の現在の日本語習得がどの程度かは定かでは

ないが､ 在籍校全てに支援の手が差しのべられてはいない｡ そして､ 日本語指導教員として加

配される教員たちも､ 決して､ 日本語教育の専門家ではなく､ ある日突然���年少者を前にし

て､ その対応に苦慮しているのが現実である｡ また､ 補助通訳として派遣される人材も資格や

経験を問われることはない｡ ここでも補助通訳自身の生活言語能力の習得と､ 学習言語能力の

習得がどのように行われているかが､ ���年少者の教科学習に大きな影響を及ぼすことになる｡

したがって､ 日本語指導から教科学習へと少しでも効果的な指導が行なわれるためには､ 生活

指導を中心にした初期指導から中期､ 後期指導へと教科学習に向けて､ それに見合った補助通

訳の派遣が望まれる｡ 教育委員会としても､ 現場の実態､ 困難さを知ることが大切で､ そこか

ら的確な後方支援の方法が見えてくる｡ 日本語教育の専門家を受け入れることは難しいと思わ

れるが､ 教育委員会が主体となって､ 日本語教育に関するセミナーや研修会などを開催し､ 最

も大変な立場に置かれている現場の教師たちに､ 日本語教育についての情報､ 資料､ 方法を提

供することは可能である｡ さらに大学の教員養成課程においても日本語教育に関する講座を開

講するなどの方法もある｡

役所の受け入れ窓口には､ 常時外国語に対応できる専門のスタッフが配置されることが理想

である｡ さらには手続きの簡素化や日本の学校制度や教育方針､ 規則､ 一年を通した学校行事

や活動について何カ国語かに訳された冊子の作成が急がれる｡ これについては､ 松井・早野

(2007) でも指摘した保護者の不安を取り除くことに役立つ｡ ���年少者を多数受け入れてい

る栃木県真岡市においては､ ���年少者に対する先進的な取り組みが行われている｡ 真岡市教

育委員会は､ ���年少者のために英語､ ポルトガル語､ スペイン語各版の就学案内を作成して

いる｡ 松井・早野 (2007) でも���年少者の少人数地域における制度面の問題点を挙げたが､

真岡市のような先進地域での取り組みや資料､ 情報を参考にすることで､ 解決できる部分も多

い｡ 今後の���年少者支援において､ 各地域､ 各学校の先進的な取り組みを互いに利用したり､

共有化することで､ さらに支援を発展させていくことが必要であろう｡

４. おわりに

���児童生徒を取り巻く支援は一つのコミュニティとして構成されているので､ それらのど

れが欠けても活動不能になることが予想される｡ そのため､ ���年少者の生活､ 言語環境を整

えるサポートについては早急に検討され､ 然るべき対応がなされることが望ましい｡ そこで､

学校教育､ 団体､ 個人､ 家族による直接的な支援を中心に､ 行政側による間接的な支援も充実

されていかなければならない｡
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